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令和５年度第１回春日市総合教育会議議事録要約

１ 開会及び閉会に関する事項

(1) 日 時 令和６年２月１４日（水）

開会 午前９時

閉会 午前１０時５０分

(2) 場 所 春日市役所議会棟全員協議会室

２ 出席者（構成員）の氏名

市 長 井 上 澄 和

教育委員会 教育長 扇 弘 行

委 員 安 本 誠 一

委 員 染 原 レイ子

委 員 宮 﨑 泰三郎

委 員 足 達 好 子

３ 構成員を除き会議に出席した者の職氏名

副 市 長 佐々木 康 広

経営企画部長 藤 井 謙一郎

教 育 部 長 金 堂 円一郎

こども支援部長 生 田 久仁子

経営企画課長 貴 島 宏 一

教 育 総 務 課 長 武 末 竜 久

学校教育課長 今 福 保 幸

地域教育課長 萩 原 裕 之

こども未来課長 小 池 八 太

子 育 て 支 援 課 長 武 末 克 枝

子育て支援課主幹 岸 川 江津子

昇 町 保 育 所 長 松 田 加寿子

学校教育 課指 導 主 事 八 尋 智 之

学 校 教 育 課 長 補 佐 春 日 昇

教育支援 セン タ ー 長 木 村 博 喜

春日野中 教育 相 談 員 萬 豊 彦

４ 議事の内容

別 紙
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午前９時 開会

〇藤井部長

皆さんおはようございます。ただいまから令和５年度第１回春日市総合教育会議を開催

いたします。私は、本日の会議の進行を務めさせていただきます経営企画部の藤井と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。本日、１名の方が傍聴を希望されておられます

が、傍聴いただくということでご了解いただけますでしょうか。ありがとうございます。

それでは、開会にあたりまして、会議の主催者でございます、春日市長の井上澄和が、ご

挨拶を申し上げます。

〇井上市長

改めて皆さんおはようございます。市長の井上澄和でございます。令和５年度第１回春

日市総合教育会議を招集させていただきましたところ、教育委員の皆様には、公私ともに

御多用の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。初めに今年は、元旦から能登半

島で大きな地震があり、多くの尊い命が奪われました。その翌日には、被災地の救援に向

かっていた海上保安庁職員が、航空機事故でお亡くなりになりました。犠牲になられた

方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げ

ます。市としましても直ちに市民の皆様に義援金を呼びかけたり、市の見舞金を石川県に

お送りしたところでございますが、御承知のとおり、先日、春日東小学校の児童たちが委

員会活動で集めた義援金 19 万円あまりを市がお預かりして、石川県にお送りしました。こ

のことが多くの報道機関で紹介され、感動の輪を広げたところでございます。子どもたち

からずっしりと重い義援金箱を受け取り、改めて本市の教育行政の成果とコミュニティス

クールで育った子どもたちの市民性の高さを実感したところでございます。

さて、昨年度の総合教育会議で御説明しましたとおり、令和５年４月１日から、市の組

織の大規模な見直しを行っております。市民図書館や文化財などに関する事務を教育委員

会から市長部局に移す一方、放課後児童クラブに関する事務は、小学校との連携を深める

ねらいで市長部局から教育委員会に移しました。これらの見直しによって、教育委員会の

事務を子どもに重点化し、市長部局には、子どもに特化したこども支援部を設置したもの

でございます。この新しい組織体制のもとで、教育委員会と市長部局がこれまで以上に連

携し、子どもたちのよりよい育ちにつなげていくことができればと考えておりますので、

引き続き、教育委員の皆様のお力添えを賜りますようにお願いいたします。

本日のテーマは不登校対策の現状と今後の展望でございます。不登校は決して小中学校

９年間だけの問題ではなく、就学の前後問わず、発達障がいや子育て支援のあり方にも大

きく関わっており、教育と福祉の連携が特に必要になるものでございます。まさに総合教

育会議にふさわしいテーマではないかと考えております。本日はこども支援部の部課長も

参加しておりますので、教育委員の皆様としっかり意見交換をさせていただき、同じ方向

を共有できるよう、活発な議論をお願いして、私の挨拶といたします。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

〇藤井部長

それでは、会議の趣旨と流れについて説明させていただきます。お手元の次第の方を御

覧いただいてよろしいでしょうか。次第の２番、本日の会議主題を、不登校対策の現状と

今後の展望とさせていただいております。また、目的につきましては、不登校対策におけ

る本市の現状及び課題について共有し、今後の市の方針について意見交換をすることで、
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市長と教育委員会とが連携して、効果的な教育行政及び、子ども子育て支援行政を進める

ための基盤構築の一助とすることとしております。会議の流れでございますが、こちらの

次第の３番に記載しておりますとおり、まずは１時間程度、現状報告と事例発表をさせて

いただき、その後、意見交換をさせていただければというふうに考えております。

事例発表につきましては、教育支援センターの木村センター長と、春日野中学校の萬教

育相談員にお願いしております。いずれも本市の不登校対策の最前線を担っていただいて

おりますので、より具体的なお話が伺えるものと思っております。それでは早速現状報告

事例報告に入らせていただきます。

まず、本市の現状と対策の概要につきまして、学校教育課の春日課長補佐から説明させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

〇春日課長補佐

学校教育課学校教育担当の課長補佐をしております春日と申します。よろしくお願いし

ます。本日は、不登校対策の現状と今後の展望というテーマでお話をさせていただきま

す。まず初めに、私から、本市の不登校の現状と対策の概要についてお話をさせていただ

きまして、そのあとに事例発表で、中学校のスマイルルーム、教育支援センターのマイス

クールにおける状況につきまして、実際に支援に関わっている職員から説明をさせていた

だきます。現場の状況をお伝えするとても貴重な機会だと思っておりますので、私の話

は、短めにいたしまして、お２人にバトンタッチを早めにしたいというふうに思っており

ます。では説明を始めさせていただきます。

まず、そもそも不登校児童生徒というものの定義について説明をさせていただきます。

制度上は、その年度の間に、30 日以上登校しなかった児童生徒のうちで、何らかの心理

的、情緒的、身体的あるいは社会的要因背景により、児童生徒が登校しない、あるいはし

たくてもできない状況にあるものというふうにされております。４月から新年度を迎え

て、欠席日数が積算されていまして、その子の欠席日数が 30 日を超えた時点で不登校いう

カウントがされます。欠席日数が 30 日を超えてカウントされてしまうと年度途中で学校に

復帰してもそれまでの欠席日数が減るということはありませんので、不登校児童生徒数の

数がカウントされたままになるということになっていますので、集計上、不登校児童生徒

が年度途中で減るといったものはないと、右肩上がりにどうしても増えていってしまうと

いうふうに認識していただければと思います。３月末で一旦リセットして、また次の年に

入るという形になっています。

次に、春日市の不登校児童生徒の数の状況でございます。この折れ線グラフを見ていた

だけるとわかりますが、令和２年度に一旦、それまでの取り組みの成果とその時のコロナ

の影響もあって、一旦数が減りましたが、その後また増え始めております。ここで気にな

る点は、小学校、下の方ですけれども、赤い線の下の小学校の児童生徒の数が増えている

という点です。コロナ前の令和元年が 94 人であったものが、令和４年度には 166 人になっ

ておりまして、約 1.8 倍になっております。その中でも、小学校１、２年生が令和４年の

166 人のうち、実は 22 人になっておりまして、これは以前にはなかった状況でございま

す。つまり不登校の低年齢化が進んでいるということになります。また、増加の要因とし

まして、コロナの拡大期に、休校、学級閉鎖が繰り返されたことで、休むことへの抵抗が

弱まってしまったといったことも考えられております。次に、この不登校の要因の資料で

ございます。御覧のとおり、無気力不安が、小学校、中学校ともに一番多くなっておりま

す。その子の現状が無気力不安であるということがどうしてもここに出てきてしまうとい

うのも考えられるんですが、その子が実際に最初のきっかけになったのは本当はもっと別



4

にあったのかもしれません。２以下を見ていただくと、親子の関わり方、生活リズムの乱

れといった家庭環境に課題を抱えているケースも非常に多くなっています。また、不登校

児童生徒の多くが、現状として、自尊感情が低下している、登校するためのエネルギーが

枯渇しているといった状態にあります。つまり、周囲の元気な人から見れば、何で学校に

行けないのと思っても、どうしても本人のバッテリーが減ってしまっていて、思ってもど

うにも体が動かないといったこともあるということです。なのでそういうときはですね、

無理にどうこうすることはせずに、待つしかないといったこともあるということです。こ

れは、私が教育委員会に赴任した当初に指導員さんからいろいろお話を聞いた中で、なる

ほどなとはっとした言葉だったので、とても印象に残っております。

では次に、本市の不登校対策の概要について御説明いたします。その説明をする中で、

学校内の支援と学校外の支援というふうに２つに分けてお話をさせていただきたいと思っ

ています。まずは、学校内における支援です。まず初めに、子ども、保護者と相談、情報

共有といったことになりますが、これは当然ながら最初は、担任の先生をはじめとした生

徒指導主事や教育相談員、養護教諭などの学校の先生が連携して、児童生徒や保護者と相

談しながら、登校できるように支援していくというものです。その次の段階として、スク

ールカウンセラーなどの専門家による面談というものがあります。スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーといった専門家を配置しておりますので、その専門家の面

談を実施して、アセスメントや支援の方策について、不登校対策等委員会などで助言をさ

せてもらっています。最後に、校内の不登校対策委員会などのケース会議で、それまでの

情報を踏まえて、支援の方法などを検討していくといった流れになっております。では次

のページです。学校内における支援につきまして、これらの会議を踏まえて具体的に対応

していくことになるんですけれども、その支援の例になります。まず、マンツーマン方式

による対応です。これは先生といったらどうしても担任の先生が第一番に来てしまいます

けれども、対応する先生を担任の先生に限定せずに、その子と最も信頼関係がある教職

員、その人を担当者にして支援をしていくという方式になっています。この担当者が、定

期的に教育相談や家庭訪問を実施して、その状況を関係者で共有していくといった流れに

なっています。その下の段の丸のところですけれども、スマイルルームの別室登校方法で

す。学校の教室に入ること自体にどうしても不安を抱えて 1歩前に進めないといった子ど

ものためにですね、学校内で教室ではなく別室でスマイルルーム、教育相談室、保健室な

どの場所を確保して、その不登校の子どもの居場所をまず設置して、専門職員である教育

相談員が中心となって、暖かい雰囲気を作って迎え入れたり、個別に指導を行ったりしま

す。こちらにつきましては後程、春日野中の教育相談員の萬先生から、実際の状況の説明

をしてもらおうと思っております。

では次のページに移ります。学校外の支援についての説明をさせていただきます。どう

しても学校には足が向かないという子どもに対しては、春日市の教育支援センターのマイ

スクールを紹介しています。この教育支援センターはマイスクールの運営をするというこ

とに加えて、市全体の不登校対策の中枢機関として、その総合的な推進を行っておりま

す。マイスクールの運営につきましては、また後程、木村センター長から説明があります

ので、ここでは割愛をさせていただきます。一番下の総合的な不登校対策の推進としまし

ては、市全体の不登校の状況把握・分析をするとともに、専門スタッフと各学校の担当教

員を定期的に教育支援センターに集めて、研修や情報交換を行うことで、市全体の対策支

援のレベルを底上げするという役割を担っております。

次のページです。ここまでお話しました不登校対策を簡単に図にしたものになります。

学校があって、そこには通常の学級、特別支援学級があって、その次の段階として、スマ
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イルルーム、教育相談室といった別室があり、その学校の外に教育支援センターのマイス

クールがあるといった３層構造をイメージしていただければいいかなと思います。学校と

教育支援センターは相談助言をする関係性にあり、教育相談員をはじめとした専門職員

が、それぞれの場所に働きかけを行いながら、春日市の不登校対策が進められているとい

うことになります。ここまでが春日市教育委員会として実施している不登校対策の簡単な

概要の説明になります。

最後に、春日市教育委員会が設置しているものではありませんが、その他の施設や民間

団体について簡単にご紹介いたします。まず、学びの多様化学校です。つい最近までは、

不登校特例校と言われていましたけれども、最近呼び方が学びの多様化学校となっていま

す。これは全国に 24 校ありまして、公立が 14 校、民間が 10 校です。九州に現在あるの

は、鹿児島の民間の高校１校だけになっています。次はフリースクールです。主に居場所

として活用されておりますけれども、学校復帰を目標としていない点が、先ほど紹介しま

した、教育支援センターのマイスクールとは大きく異なる点かなと思います。フリースク

ールを利用している児童生徒に対しては、市教委としては一定の基準を満たしていると判

断できる場合は、指導要録上、出席の取り扱いをするという対応をしております。私から

の説明は以上です。では、スマイルルームとマイスクールの支援につきまして、それぞれ

の専門職員から説明をさせていただきます。

〇藤井部長

続きまして、春日野中学校のスマイルルームにおける支援事例についてでございます。

春日野中学校の萬教育相談員からの説明になります。どうぞよろしくお願いいたします。

〇萬教育相談員

春日野中学校の教育相談員の萬です。よろしくお願いします。今から春日野中学校のス

マイルルームにおける支援の状況ということで説明をさせていただきますが、教育相談員

というのは、スマイルルームの担任ではありません。そのため、スマイルルーム以外の支

援活動も行っておりますので、他にどのような支援をしているかも含めて説明をさせてい

ただきます。ではよろしくお願いします。

春日市教育支援センターで作成された教育支援室スマイルルームの運営についてという

ことで、スマイルルームが設置されているということで、説明をしたいと思います。設置

目的は、生徒が様々な人間関係の中で、心を痛め、通常の学校生活、学級生活が難しい状

況に至った場合に、家庭に引き込むのではなく、学校の中に一時的避難場所として設置し

ているスマイルルームを活用して、気力を充実させながら、学校復帰を目指すということ

が、設置目的です。その位置付けとしては２つあります。まず位置付けの１つは、不登校

生徒については、家庭やマイスクールから再登校するための前段階の場です。それから、

２番目としては、教室で学習したり、生活ができなくなった生徒については、不登校にな

る前の一時的避難場所ということになっています。

それでは、スマイルルームの現状と教育相談員の活動について説明をさせていただきま

す。まず春日野中学校のスマイルルームですけれども、後程説明をいたしますが、時間割

りもあります。開設時間は８時 55 分から 12 時半とするようになっています。その間、ス

マイルルームで活動すれば、校長の面談等も必要になりますけれども、遅刻早退にはなり

ません。では、スマイルルームに入級したからといって、入級すれば、スマイル生全員を

８時 55 分から 12 時半ということを守らせるかというと、そのようなことは一切しており

ません。つまり、スマイルルームに入級しているからといって、生徒に対して一律には対
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応してないということです。つまり、一人一人の現状、スマイルに入級した時期やスマイ

ルへの入級理由、学年など、一人一人様々な要因を持っていますので、先ほどの位置付け

の１、これは不登校の生徒をスマイルルームに連れてくる。それから、位置付けの２とし

ては、教室に入れなくなった子をスマイルルームに連れてくるということで、一人一人違

います。そのため、一人一人の生徒に合った対応を行っているというのが、春日野中のス

マイルルームになります。

そのスマイルルームへの登校状況ですけれども、春日野中のスマイルルームは４月には

４名からスタートしました。１月現在では、正式な 11 名と、ちょっとおいでよというよう

なことで連れてきている生徒 10 名。その他数名の 21 名がスマイルルームを利用していま

す。その状況としては、ほぼ毎日朝から登校している生徒が８名、母親に連れられてほぼ

毎日登校する生徒１名、毎日遅刻して登校するが、決まった時間に登校する生徒が１名、

毎日登校するが、時間が不規則登校の生徒が１名、また、毎日登校するが、家庭訪問を行

い一緒に登校する生徒が１名、それから遅刻して登校するが、１時間程度の時間で帰る生

徒、それからスマイルルームに入りましたけれども、急に欠席をし始めて、不登校になっ

たんですけれども、原因がわかり対応を行うことで、12 月からは登校し始めて、現在は不

登校から復帰した生徒の 14 名と、それから、登校日が決まらず不規則登校してくる生徒と

か、家庭訪問を繰り返しながら、何とか登校促しながら登校できる生徒、それから、逆に

言うと、家庭訪問を繰り返しますけれども、登校が減った生徒と、このような状況です。

ただし、最初述べました 14 名に関してはほぼ毎日登校しております。それから、そういう

ふうに登校時間とかいろいろ違う生徒の現状なんですけれども、教室へ配付物を取りに行

ける生徒、また取りに行けない生徒、それから教室のオンラインを５教科、それから一部

の教科を受ける生徒、全く教室に行けない生徒、登校して来てもグータッチして帰る生

徒。それから午後から登校できる生徒、やっと登校し始めた生徒、週１日、もう通信制に

行くなら、週１回は行かないかんから。その日だけは１日は来ようよというような感じ

で、何とか登校してくる生徒。それから、まずは登校することが大事なので、給食だけ食

べにおいでとか、顔を見せるだけでもいいよというような感じで促している生徒、それか

ら、１年のときはずっとスマイルルームを活用していましたけれども、今は、スマイルル

ームに朝来たらすぐに教室に上がって、そして授業を受けて、そして給食や昼休み等にス

マイルルームを活用しながら、３年では教室復帰を目指している生徒、このようないろい

ろな生徒がいます。

今説明をしましたように、スマイル生は一人一人違う活動を行っています。位置付けの

１、位置付けの２がありますように、その生徒の状況に合わせた対応を行っています。そ

のため、不登校担当者会とか、校長教頭を含めた不登校委員会から教育委員会等で、学年

担任の先生方に、スマイル生を一律に対応しないで欲しいとお願いをしています。また、

配付物が届かないとか、オンラインの授業に使用するプリントが届かないとか、オンライ

ンがつながらない、そういう問題が起きないように、居場所は違うんですけれども、クラ

ス、学年の一員として、スマイル生の対応を行って欲しいというお願いもしております。

その効果があって、昨年度は登校できなかった生徒が、今年度は長期欠席にならなかった

り、出席が増えたりしている生徒がいます。また、保護者からは、子どもの居場所が見つ

かって、ありがたいですと、そういう言葉も返ってきています。

スマイルルームは時間割がありますということを、先ほどお話しましたけれども、これ

がスマイルルームの時間割です。春日市のスマイルルームの運営の中で、時制について

は、様々な人間関係の中で、心が傷ついた生徒が一時的避難場所として学校生活を送る場

所がスマイルルームです。そのため、一般生徒が登下校する時間帯にスマイル生が登校す
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るということは、これは配慮不足です。それから子どもたちも登校できません。また、心

が傷ついた生徒に対して、通常時制で６時間授業を受けさせるのは酷であります。通常の

登校時間を 30 分程度ずらして、登校時間を設定する。これは不安感の除去になります。そ

れから、スマイルルームの時間割を午前中のみに設定して、給食前に下校させる。これは

達成感の感知というようなことで、それをもとに、春日野中学校では一部二部制を行って

います。２校時３校時に授業を入れていただいています。１校時は朝の会、それから自学

をするような時間にしています。４校時は給食が 12 時半から先に食べさせますので、少し

早めに終わりますので、その時間は、自活の時間としています。ここで、子どもたちは、

トランプとかオセロとか、そういうゲームをやりながら、学年とか入級した時期が違う、

スマイル生同士のコミュニケーションづくりという時間にしています。そのため、スマイ

ル生の中では、やはり思いやりの心というのがものすごく生まれてきてると思います。こ

れは生徒にとっては大事なことですし、喜ばしいことだと思っています。二部制の午後か

らですけれども、午後は授業が入っておりません。次年度は教室へと考えている生徒、そ

れから人が多い午前は登校できない生徒、午後からでないとまだ登校できない生徒、まず

は午後から登校しようねと約束した生徒、それから給食時間に登校して少しずつ馴染ませ

て活動時間を長くしていくような生徒、それから家庭の事情で早く帰れない生徒、それか

ら教室に入れないが部活動だけは何とかやりたいという生徒もいますので、もう本当にこ

こが、午後からが生徒の居場所として、自由にその生徒に応じた活動を行っている時間だ

というふうに考えていただければいいと思います。

それでは、２、３校時に授業が入っていますけれども、その様子を説明します。まず、

数学なんですけれども、前方の生徒はオンライン授業を受けている生徒です。それから後

方の生徒は数学の先生と、数字との関わり方など、雑談形式で話を行っている状況です。

それから、これは英語の授業です。英語は、各自、特にスマイル生、不登校の子は不得意

ですので、個別の指導を行ってもらっています。それから国語の様子です。学年に合わせ

たプリント等を使いながら、学年ごとの授業を行ってもらっています。それからこれは２

校時の自学の様子なんですけれども、一人一人各教科のワークに取り組んだり、オンライ

ン授業を受けたりしています。高校入試を控えた３年生は面接の質問事項に、答えをどの

ように答えたらいいかとか、作文とかそういったものを自分のペースでやっているところ

です。それから、これは自活と書いてますけれども、４校時の自活の時間、それから昼休

みです。カードのＵＮＯゲームをみんなでしているところなんですけれども、学年を超え

て、楽しくやっています。本当に微笑ましいです。スマイルルームのほうに入級したいと

いうように、相談を受けた生徒とか保護者にはできるだけ、この４校時の自活の時間に来

てもらっています。そしてこの和やかな雰囲気、そういったものを体験したり、見学して

もらって、帰ってもらっています。このスマイルルームの雰囲気を体験した保護者は、こ

の雰囲気であれば、子どもも安心して学校に行けそうねとか、ここは居場所になるねと

か、そういう安心感を持たれて帰られています。

では、スマイルルームは時間割がありますけれども、それ以外の活動について説明をし

ます。まず、火曜日の１校時、たまたま体育館が空いていました。そこで体育館で運動し

ようということで、バトミントン、バレーボール、バスケットなどを行うスマイルタイム

をしています。それから、天気がいい日はちょっと外に出ようということで、春日公園、

牛頸川遊歩道、春日神社などの中学校周辺の校外散策。それから、体を動かそうというこ

とで、月２回の教育支援センターマイスクールのスポーツ交流会に参加をしています。そ

れから、これはスマイルルームとして、筑紫地区適応指導教室合同進路説明会へ参加をし

ています。それから、夏休み前半・後半のスマイルルームを開放しています。これは宿題
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をやっていいよとか、そういったことで開放しています。それから、今年初めて経験させ

てもらいましたけれど、長指導主幹による出前授業もさせてもらいました。それから、生

け花体験、折り紙づくり。そしてサツマイモの苗植え付けから収穫まで、こういったこと

もスマイルルームでしています。特に自学それから自活時間を利用してのスマイルタイム

とか校外散策、スポーツ交流会、これは積極的に行っています。スマイル生も、スマイル

ルームでひきこもってます。廊下を歩いたり教室に行ったりとかいうことができません。

そのため、そのストレスの解消、体を動かす楽しさ、外の空気を吸いながら楽しく会話す

るなどの目的で実施しています。夏休みのスマイルルームの開放というのも、生徒保護者

からは好評でした。それから、生け花体験はたまたま生徒の保護者が生け花の先生でした

ので、保護者の好意でスマイルルームで生け花体験をしたような状況です。サツマイモは

収穫したら全員に持って帰らせました。大変美味しかったみたいです。これはスポーツ交

流会の様子になります。１月 23 日に行われた室内サッカーなんですけれども、説明とパス

の練習風景なんですけれども、ちょっと試合の様子がありません。これは私、カメラマン

ですけれど、私も一緒にプレーに参加して走り回っておりましたので、これだけしかあり

ません。

それから次です。これがスマイルルームとして参加している筑紫地区適応指導教室合同

進路説明会の参加予定者表なんですけれども、スマイル生その他保護者を中心にスマイル

生以外の生徒保護者にも参加を促しています。長期欠席者や兆候生徒とは、特に保護者な

んですけれども、このままでは高校受験できるのかとか、それから進学できるのかという

不安を常に持ってあります。そのため、１年生から学年を問わず、参加者を募っていま

す。今年度は大野城市での開催でしたけれども、生徒が 10 名、保護者が８名参加していま

す。どのように行きましたかというと、スマイル生と大野城駅まで一緒に歩いていって、

そこからコミュニティバスに乗って、乗車マナー、車内マナーとかそういうものを勉強し

ながら、現地で保護者と落ち合って、保護者それから生徒同士で進路の説明を聞いたとい

うことになります。そして、帰りは保護者と一緒に、それから生徒同士であれば大野城駅

まで一緒に来て、そこから解散ということにしています。来年度が太宰府市です。また、

どのように方法を考えて、たくさん生徒それから保護者を参加させたいなとは思っていま

す。ちなみに昨年度は春日市でした。春日市のときは、私は春日西中にいましたけれど

も、スマイルルームの生徒保護者を中心に 45 名ほど、この進路説明会に参加しました。

これが生け花の作ったものです。生け花は、職員室、校長室、それからスマイルルーム

の教室、廊下等に飾らせてもらってます。それから折り紙はちょうど 50 周年記念のところ

の前に置かせてもらったり、それから、職員室の入口の前とかに置かせてもらってます。

あとはですね、長指導主幹の出前授業によって、韓国のプサンの日本人学校との交流をさ

せていただきました。そのお礼として、この折り紙それから手紙を送りました。大変向こ

うも喜んでいただきました。

それでは、教育相談員のスマイルルーム以外の活動というのが、どういうのがあるかを

説明をさせていただきます。まず、先ほど話しましたようにスポーツ交流会の参加、それ

から筑紫地区適応指導教室合同進路説明会の参加があります。その次は３年生のスマイル

生の受験支援をしています。作文を作ったり、それから面接の練習をしたりとか、そうい

ったものが中心になりますけれども、クラスの生徒ができないようなことをスマイルルー

ムでしています。それから、３年生は進路確定届が出る前に担任との３者面談後に、スマ

イル面談ということで行っています。それから１、２年生は夏休み冬休みの保護者面談を

やっています。それから、連携になりますけれども、校内での保健主事、不登校担当、担

任や SSW、スクールカウンセラーと連携を図っています。特に月３回の不登校担当者会、
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それから月１回の不登校委員会、それからケース会議というふうになっています。それか

ら、校外では教育支援センターマイスクールと連携を図っています。マイスクール生もい

ますので、配付物を届けたり、それからマイスクール生に受験支援をしたり、それから緊

急性のある事案に対して、支援センターのスクールカウンセラーによってカウンセリング

をお願いしたりとか、そういう連携をしています。最後は家庭訪問、家庭連絡。保護者と

の連携になります。この星印をつけているのが、一番大事なことではないかと思っていま

す。

では、家庭訪問や家庭連絡などの連携はどのようなことを行っているかについて説明し

ます。家庭訪問は授業がある２、３校時を中心に行っています。スマイル生は連絡がなく

登校していない生徒、スマイル生以外の長期欠席者などは、本人の様子確認や近辺を一緒

に歩いて外に出ようやというようなことで、スマイルルームとかマイスクールに１歩近づ

くようなことをしています。それから、登下校支援、これは一緒に家庭訪問に行って登校

したり、それからスマイルルームから帰るときに一緒に下校したりというようなことをし

ています。それから、長期欠席者、不登校者にスマイルルームという居場所があるよとい

うことで、見学説明においでよとか、そういう登校を促したりすることもしています。そ

れから、スマイル生ではあるが行き渋りをする生徒への登校を促し、それからクラスの配

付物を不登校生徒に届けたりとか、それから保護者の困り感などを聞いたりとか、そうい

ったことも行っています。家庭連絡では、スマイル生は遅刻欠席がない場合や、普段の登

校時間に登校しない生徒への保護者への連絡。それから長期欠席者で関わりある生徒に対

しては、本人の様子や保護者の困り感などがないか尋ねたりしています。

保護者と連携したことにより、昨年度から、スマイルルームに入ってから改善した生

徒、それから、スマイル生以外でも改善した生徒がいます。まず、スマイル入級生は、昨

年度長期欠席者３年の Mさんが欠席１日です。それから２年の Mさんが欠席 17 日、Kさん

25 日。多分、30 日はもう超えないと思います。それから長期欠席から復帰した３年の Kさ

ん、12 月からもう欠席していません。それから、居場所になっている生徒が、３年生２年

生に６人ほどいます。保護者の方が居場所ができてよかったと喜んである生徒です。それ

から進路相談支援等で進路決定したのが３年生に２人います。これを作った後にあと３名

進路が決まっています。それからスマイル生以外の生徒では、昨年度長期欠席者３年の M

さんは欠席 8日になっています。それから２年生の Sさんは欠席１日です。それからスポ

ーツ交流会などに参加するようになった２年生が１人います。それから進路相談支援等

で、進路決定が決まったのが、３年生に３人ほどいます。こういうふうに、その保護者と

連携したことによって、かなり改善をした生徒が見られるようになりました。家庭訪問は

4月から 1月末まで 416 回行っています。ただ、去年に比べると若干まだ少ないです。そ

して校内外、それから保護者との連携、それから先生方や保護者の意識が少しずつであり

ますが、変わってきました。それで、去年と今年の不登校出現率を 12 月現在で比較します

と、令和４年度は 5.4％でした。それが令和５年度は 3.31％というふうに減少していま

す。これ 12 月なんですけれども、１月の 3.31％は変わりありません。

最後に、来年度に向けての課題を少しお話をさせていただきます。まず、関わりが持て

ない生徒がいるということです。それから関わって欲しくないと言われる保護者もいま

す。そっとしておいてくださいという保護者もいます。それから、スマイルルームをまだ

理解してもらえない保護者がいます。それから、先生方なんですけれども、スマイルルー

ムに入級した生徒に対して、まだ個々の対応ができずに、スマイル生として一律に対応す

るところがまだ残っています。それから、生徒保護者への早めの対応、スマイルに早く入

れましょうよとか、そういう話をしましょうよとか、家庭訪問に先生行ってもらえません
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か、とか、そういう早めの対応をしていいくということが課題になるんじゃないかと思い

ます。ただ、少しずつですけれども、スマイルルームに対して、それから教育相談員とし

ての理解が深まってきていると思います。長指導主幹が言われるんですけれども、本来な

らば、教室が生徒の居場所なんです。ただ、理由があって教室に入れない生徒が増えてき

ました。なので、生徒の居場所はクラスだけではない、特別支援学級、スマイルルーム、

マイスクールとそれぞれ生徒に応じたところが居場所であるということで、その居場所

に、学校、学年、担任としてそれぞれ対応していただきたいと。そういったことを、次年

度、再度理解をしてもらい教職員一丸となって、春日野中の不登校生徒を 1人でも減らし

たいというような形でやっていきたいと思っています。これで終わります。

〇藤井部長

それでは続きまして、教育支援センターにおける支援事例についてでございます。

教育支援センターの木村センター長の方に説明をお願いしております。よろしくお願いい

たします。

〇木村センター長

教育支援センター長の木村です。よろしくお願いいたします。今日はこういう機会を与

えていただきましてありがとうございました。大変うれしく思っています。なかなか日

頃、支援センター、マイスクールということを皆さんにお話する機会がないんで、目一杯

と思ってるんですが時間があるんで。それでは、お話をさせていただきたいと思います。

なお、せっかくですから写真を使って説明をしたいということで、いろいろ写真が出てき

ますが、やはり守秘義務の問題がありますので、どうしても遠目の写真が多くなっていま

すが、御了解いただければと思っています。

まず最初にどうしてもですね、教育支援センターの歩みを皆さんに知っていただければ

ということで１枚ものを用意しています。平成 13 年に、春日市適応指導教室が設置されま

した。思いも、不登校児童生徒の学校復帰を促すというマイスクールの役割ということで

設置されたんですが、その後、平成 15 年に教育支援センター整備指針というのが出ました

ので、春日市では、もう早速 17 年には、教育支援センターということで名前を変えて、取

り組み始めたところです。ところが、まだ学校復帰を目指すマイスクールの役割が多かっ

たんですが、23 年にもう 1回、役割を見直そうということで、先ほども出てきました。１

つは、不登校児童生徒支援の中核機能を果たすことという、この大きな役割がつけ加わっ

たことで、令和５年度は、そこに図示しているような形で運営を行っています。現在、セ

ンターに３名、スクールカウンセラーが１名、それから専門スタッフと呼んでますが、各

小中学校に配置してます教育相談員 12 名。それからスクールソーシャルワーカー３名の

19 名で、教育支援センターの業務をやっているところです。

次に、どうしても不登校のことについて理解していただきたいという基本的なことを４

項目ほど説明をさせていただければと思っています。これは不登校を解消させるために

は、不登校段階の３つのステップに応じた予防と対応をすることが重要だと言われていま

す。まずは、基本中の基本ですが、不登校を生まない環境の基盤として、未然防止、魅力

ある学校づくり。次に、どの子どもにも不登校という問題は起こりうるという認識を持つ

ということです。そういうことですから、休み始めの測定を、それから早期発見、早期対

応を行うことが非常に不登校の解消に向けては大事なことになってきます。さらに休みが

どうしても継続してしまって、30 日以上になったときに、取り扱い上、不登校という形で

やっていくわけですが、この段階に至った子どもたちについては、自立支援に向けて事後
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の対応やケアを行うことが非常に大事になりますので、適応指導教室、マイスクール等の

専門機関が関わって、早い動きで早い連携をやっていくということで、非常に重要になっ

ているというところです。次に２つ目ですね、不登校からの回復過程。不登校というのが

どういう形で起こっていってるのかというのを表した図です。左側から、不登校状態はス

トレス要因によるエネルギーの低下によって引き起こされるということで言われていま

す。実際の状況は、茶色の実線が、表面的に現れている形であって、元気そうに見えると

いうようなことが最初の段階はあるということで、しかし実際のエネルギーは水色の点線

で現れているんですが、表面上よりも早くエネルギーはやはり低下していってる。逆に回

復するときには、早めに少しずつエネルギーが溜まっている状態なんで、早めに、回復し

ていってるというのは、これでおわかりになると思います。こういった状況を踏まえてで

すね、本人の状態を正確に把握するというのが１つ。２つ目が、的確な対応をする。正確

な把握、的確な対応するということが非常に大事になってくるということです。実際、こ

の不登校の茶色の線は低下した状態から横にずっと停滞して回復して、この期間は、一人

一人の子どもによって違います。長い子どもになるとやはり２年３年、４年５年とかかる

場合があるということです。それから最初の低下する時点は、まだ早めに対応すれば何と

かということで、先ほどお話が出てきました学校のスマイルルームとか保健室とか別室で

個別の対応をすれば、不登校に至らないんじゃないかなということを考えています。逆

に、回復状況にあったときには、早めに、安全安心な環境を提供してやることと理解して

くれる人の存在を本人に感じさせることで、回復のカーブが急上昇していくというような

ことが出ています。このあたりが、マイスクールやその他の専門機関の出番じゃないかな

と、支援のスタートはここから始まるというふうに考えているところです。３つ目は、不

登校に関してどうしても出てくるのが、多様な要因に起因する自尊感情の低下ということ

です。自尊感情については、棒グラフを御覧いただいてわかるように、すでに小学校 1年

生の時期から低下が始まってるということです。一番低くなるのが中１ギャップと言われ

てる中１から中２。中３で若干上がるのは、やはり進路の問題がありますので、本人の気

持ちに少し気力が充実していき始めたことで、少し復活している。ただ、高校生になると

同じような状況が続いています。多感な思春期のこの時期が要注意の時期だと言われてい

るのはこういった要因があると思っています。また、今説明しました自尊感情には主に３

つの因子からなっています。最も低下するのは、自己評価・自己受容の因子であるという

ことが研究で明らかになっています。右側の折れ線グラフを見ていただければ一番、水色

の折れ線グラフが下がっていってますが、３つの中でこの因子が一番下がっていくという

ことから、この要因を研究が進める中で日本の子どもたちは、どうしても小さいときか

ら、周りの評価を気にしすぎることが影響するということが考えられるんじゃないかなと

いうふうなことを言われています。ですから、課題解決のためには、子どもが認められて

自信を持って育つ、そういった発想の方が自信が持続しやすい。つまり、自己有用感の育

成を図っていくということが大事だと言われているところです。４つ目は、不登校支援の

ための重要な視点は何かという話なんですが、不登校の児童生徒の多様な要因に起因する

自尊感情の低下を説明しましたけれども、不登校のメカニズムの面から支援のための重要

な視点を考えた図です。もともと持っている要因に、学校環境の悪化によるストレスが重

なって、さらに本人のストレスに対処する力、辛さを乗り越えていく力が不足していた。

それから周りをサポートするソーシャルサポート体制が不足していた。こういったものが

加わり、不登校状態に陥ってしまうということが考えられています。そのために、学校期

にはストレスに対処する力、辛さを乗り越えていく力を育成するということが大事な使命

だよと言われています。合わせて、本人をサポートする周囲の力も大きくしていくこと
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が、大事だろうと考えているところです。下の左側には、社会性と耐性を培っていくこと

なんですが、社会性については、やはり様々な体験活動を通して人と関わっていく力をつ

ける。いろんな体験活動を本人たちが味わっていくとそういったものが加わるんじゃない

か、あわせて耐性というのは、１つは努力する力があり、もう１つは我慢する力というの

があります。これについては、やはり、スモールステップの、段階を踏みながら、絶対評

価で子どもたちの評価を返していく。相対評価ではなく絶対評価。小さなことでもできた

よという評価を子どもたちに与えていくということが大事ですし、そうやって我慢しなが

らやっていくということがやはりあるわけですね。子どもたちも、将来を考えたときにや

はり今これを我慢してやらないといけないんじゃないか。そういった我慢しているところ

を、それでいいんだよと。その努力してる過程を評価し続けるということが非常に大事に

なってくると。結果だけじゃなくて途中の評価。これが非常に大事になっていくんじゃな

いかなということを言われています。こういった視点を不登校の支援に生かしていくこと

が、学校関係者、もちろん私たちも、大切なことだと認識しているところです。

それでは、これからマイスクールについてお話をさせていただきます。今まで出てきま

したが、マイスクールとスマイルルームとどこが決定的に違うかとお尋ねしたらおわかり

になりますか。何が子どもたちにとって一番違うのか。実は、学校内、学校外がありまし

た。今の仕組みでは、スマイルルームに活動したら出席です。例えば、マイスクールは指

導要録上出席取り扱いの出席です。ただ、このマイスクールあたりで活動してる日数を出

席取り扱いするよということで、春日市の市教委も取り組んでいただいてるので、やはり

そこは、学校の壁が子どもたちにとってどんなに大きいものなのかというのが理解してい

ただけるんじゃないかなと。出席なのか出席取り扱いなのか、大人が考えることかもしれ

ませんが、メンタル面で考えたとき、子どもたちはやはり１歩足を学校に組み入れるとい

うのは相当の勇気がいるということです。同じように、マイスクールでもやはり違った集

団で生活するわけですから、非常に難しい。だけど、マイスクールに一歩足を踏み入れた

ときに、回復へのステップを踏み出したんじゃないかなというようなことを捉えていま

す。マイスクールでは、まず先ほど出ました、回復期にある子どもたちを対象に入級して

支援をしていきたい。それは立ち直る時期という形でいっぱい左に書いておりますが、こ

のときに大事なのは、そうは言っても自分の意思で自ら立ち直ろうとする気持ちを持てる

かどうかと。それはその後の支援に非常に関わってきます。周りから親から先生から言わ

れたから、マイスクールに入級するんじゃない、自分が何とかしたいなあって、どっか行

くとこがないかなということで動き始めた。これが非常に大事になってくると思っていま

す。その後入級して様々な活動や支援を受ける中で、自立する力がついてきたり、集団に

適応する能力を獲得したり、そういうことでその結果が目標とする学校復帰、もしくは社

会的自立を促すことに繋がっていくというふうに考えています。また、支援者としては、

回復の過程をとおして、前に進もうとしている本人の歩みを待てること、実は、この間、

保護者会には、私は待つ、そして次を待つことができるかと。動き始めたらやはり嬉しい

じゃないですか。もう本当に嬉しい。先生たちもそうです。だけどすぐ次を要求しがちに

なるんですね。そうじゃなくて、ものすごい気持ちで前に進み始めた。だからこそ、次を

待ってやるというのが非常に大事じゃないかなと。この間の保護者会でもそれを話をさせ

ていただきました。また、スモールステップの活動の中でチャレンジしようとする気持ち

を評価しなさいと先ほど言いましたが、さらには、子どもたちに必要な有効な活動をさせ

るためにも、この子どもたちのアセスメント、見立てをきちんと正確にやっていくという

ことが大事だということで考えていろんな実践をしているところです。それについて、

次、説明をさせていただきます。
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アセスメントが重要だということで、マイスクールでは、入居後に必ずやること。ＴＥ

Ｇとか、自尊感情測定尺度とか、それから学校・保護者との情報の共有、それから必ずカ

ウンセリング、マイスクールのカウンセラーに、本人も保護者も両方カウンセリングをし

ていただくようにしています。最初に保護者の方からカウンセリングをしていただき、次

に本人という形で取っています。それからもちろん学習的な問題もありますので、習熟度

テストつまずきチェックをやるようにしています。右側は、入級した後も効果的な支援を

行うためにということで、そこに挙げてますような、関係機関と連携しながら、資料を収

集して、入居後の支援に生かしているところです。それではこれから具体的な支援につい

て説明をさせていただきます。マイスクールは、１つは、学校復帰や社会的自立に必要な

集団生活に適応する力を育てる場であるということ。２つ目が、物理的（空間）、心理的

（人）に守られている場であるということ。３つ目が子どもたちが元気を取り戻し、何事

にも挑戦しようとする意欲を高める場でないといけないということ。この３つの場を兼ね

備えて、その中で１つ、自立する力、２つ、学ぶ力、３つ、人と関わる力、この３つの力

を、ぜひマイスクールで育てていきたいと考えているところです。具体的には、そこの３

つ。１つは自立性、意思力や体力の育成を図る活動。１つは学ぶ力、考え表現する力を育

成する活動、社会性、認め適応する力の育成を図る活動。様々な活動を通して、この３つ

の力を育てるように考えています。

それではこれから具体的にマイスクールの運営について説明をします。基本的には、柔

軟なマイスクールの運営。１日の時制についても、柔軟な考えのもとに編成をしていま

す。左側が 10 時から始まって、15 時で終わるようにしてるんですが、朝は朝の会で始ま

り、１時間の前半は、マイスクールの特色あるサプリタイムやコラボラ学習、後半は基礎

学力の定着のためのモジュール学習というプリントを使った学習ですけど、これを行いま

す。２時間目は、基本的に自学自習です。職員は教員ではありません。授業はできません

ので、あくまでも支援です。学習支援ということで、本人一人一人が自分にまず課題を解

決したい勉強をしていこうと。それを自分でやると、それにサポートするということで

す。午後からは、基本的には１週間体験活動を組んでいます。曜日ごとにそこにいろんな

活動、運営を書いてありますが、いろんなテーマに沿って様々な活動をやっているところ

です。１日の時制は、やはり回復過程を考えて４時間程度ということで考えてます。それ

から朝の通級は、小中学校の登下校時間とかち合わないようにずらすという配慮もやはり

必要かなということで、もちろん春日市内に 1つですから範囲が広いということもありま

すが、やはりそういったことも考えて時制を組んでいるところです。それから柔軟なとい

うことで、コース制導入を採用しています。全日制、一部制、二部制、在宅制。起立性調

節障害などでいろんな形で、朝起きれない、遅刻をするといった失敗体験が多い子どもた

ちがいます。そういった部分は少しでも自分がここなら来れるよっていうところにまず来

ようということから始めてですね、そのことで、成功体験を味わうことで、さらに、全日

制あたりに繋がっていくんじゃないかなということで、こういった構成を作っています。

実際、一部の午前中とか、二部の昼からということで入った子どもも、最後には全日制に

なっていっています。ですから、いろんな形で成功体験というのは、大きいものだなとい

うようなことを思っているところです。ここに在宅制と出てきましたので、在宅制のシス

テムをちょっとそこに書いております。在宅制は学習プリントを、メール、FAX、持参等

で、子どもたちに渡してそれをまた答案を受け取る。それを、今は小中学校で添削してい

ます。それでまた返すと、この１サイクルを、出席取扱１日ということで考えてやってい

るシステムです。
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具体的に活動を説明します。これは先ほど言いました朝のウォーミングアップで活用し

ているサプリタイムです。これを行うことで、そのあとの教科や体験学習に取り組みやす

いようなことを考えてやっています。これはコラボラ学習、異学年集団によるコラボラの

学習です。数学の授業ができますが、ペープサートを利用して、問題を解くのですが、異

学年で一緒にやりますと、いろんな学年がいろんな考え方をしますので、そのことで、い

ろんな子どもたちがそれなりの理解力でやっぱり考えていけるようになるというのが非常

に大きなことだと思っています。これは、やはりそうは言いましても、うちだけでは足ら

ないところがありますので、１つは、中学校にお願いして中学校の先生方に出前授業とし

てきていただいて授業をやっています。上は数学、横は音楽なんですが。それから合わせ

てお願いをして ALT のモーゼス先生に月１回来ていただいて、楽しい英会話教育をしてい

ただいてます。これも意欲的にですね、やはり面白いんで、楽しく活動しています。それ

から、ICT を活用した活動も今後取り組んでいきます。代表的なものを３つ挙げてます。

１つは調理実習で、YouTube を使いました。これは、イメージトレーニングと、実はその

ことで話し合う機会が増えるわけですねいろいろ。そういったコミュニケーション、これ

をつける。下はですね、タブレット端末を活用して、登校・通級意識の醸成、うちからは

欠席したときに予定あたりを送っていくことで、今度行こうかなあというようなことを電

話だけではなく、こういう形で、意欲を高めることができるのかなと。それから、各学校

とも授業を見ることができますので、それをやりながら気持ちを高めていく。右側は、春

日野中学校でも出ました、プサンの日本人学校と交流したオンラインミーティング。これ

は心配してましたけど、僕たち大人が心配するより子どもたちはすごいですね。韓国の話

題の盛り上がりました。やはりこういうものをやはり、作っていくというのが大事かな、

機会をですね。あと、それ以外に体験活動ということでプログラムの改善を図っていると

ころです。下の段に、コロナ禍でありましたので、特に身近なところに行こうということ

で取り組んでいるところです。具体的に、これは社会性を育てるということで、職場体

験、それから緑のカーテンプロジェクトで春日市からいただいた宇宙の朝顔の種、それか

ら夕顔が咲くから帰ろうという夕顔運動でいただいた種が 30 年続いてるんです。これを使

って、それでお話ができますのでそういうこと。それから下の段は、近くのということで

那珂川の裂田溝を見学に行ったところです。一番言いたかったのはその上のあんどん祭り

で、毎年、あんどんを作って展示をさせていただいてます。なかなか好評でこれ見てくだ

さい、これ透明ですけど、きめ細かいものすごいんですね。終わった後は、春日市の夜の

図書館で 1ヶ月ほど展示もしていただいてます。それから、今後の体験活動ということ

で、音楽を特に感性を育む音楽活動ということで、様々な取り組み、それからスクーリン

グ、それからニコニコデイキャンプ、それからイーグルスに来ていただいて、スポーツ講

習、それから遊び名人の方に来ていただいて、この前やったばかりの皿まわしです。子ど

もが、ものすごく上手かったので、スカウトされました。本当にこれはお年寄りの方と楽

しい時間を過ごすことでいろんな気持ちが膨らんでいくんじゃないかなと思っています。

それから、今一番これに凝っています。コミュニティバス、きっかけは３つの市のコミュ

ニティバスを繋いだら、春日市から竈門神社まで行けるじゃないかということで行きまし

た。これをやよい号でももう１回見直そうということで、最近やよい号に絞って、今年は

４路線伸びました。８路線もあるのは予想しないじゃないですか。何気なく見てるんです

けど、すごいことなんだよというのが、やはり乗ったらわかるわけですね。それから、地

域の方に声かけていただく。もう非常に嬉しいですね、子どもたちは。そういったことが

あるんで、春日市のコミュニティバスを続けていきたいなと思っているところです。あ

と、ソーシャルサポート力の向上ということで保護者を対象に、スクールだよりを出した
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り、保護者会を開いて進路に関する懇談会を独自で開いたりやっています。やはり、保護

者が一番悩んでます。一番身近な保護者、特に母親を本人たちにとって理解してくれる一

番の人だよって感じさせるのが大事かなと思ってますので、親、保護者を対象にしたいろ

んな取り組みをさせていただいてるところです。これが先ほど出ました筑紫地区適応指導

教室連絡協議会の合同進路説明会です。これは 27 年度に春日市で始めました。持ち回り

で、昨年度春日市で２回目をさせていただきました。今年は大野城市だったんですが去年

は 383 名ですけど今年は 400 名を超えました。400 名超えたんですけど、４分の１は春日

市です。だからいかに春日市の保護者の方、子どもたちがこういった機会を待っていたか

というのは、ずっと感じているところです。これは感謝してます、春日市で始められたと

いうことで。

最後に、入級生がどんなふうに変容していったかということをお話させていただきま

す。事例が２つほどありますが、出席数、コーキングスキル、ソーシャルサポート、自尊

感情の視点で説明をします。上の事例１は、今年卒業した男子です。下の事例は、現在３

年生の女子です。出席日数は、２年の欠席日数、３年の欠席日数はそのままの出席簿上の

欠席日数です。ですから、上の男子の場合は３年の欠席日数が 161 日なんですが、マイス

クールに通級する数が 129 日あるから、実際指導要録上は 32 日の欠席でとどまってるとい

うことです。下の女の子は実は２年生の時は 201 日、これはほとんど欠席です。来たのは

１日だけ。だけど、３年生にきっかけがあって入級して、今現在、141 日なんですけど、

実際はマイスクール 108 日通級できたんで、欠席日数は指導要録上は 33 日あったと。それ

から、コーキングスキルとソーシャルワーカーの件に関しては、上の事例１の男子は、３

年の４月に入級したときに、自分１人だったんで３年生が。リーダー的な役割をするよう

になってそのまま力がついていった。それからソーシャルサポートについては、９月にで

すね、お父さんといろいろ悩んでいたことを、しっかり話ができたんです。これがきっか

けになって、腑に落ちたっていうわけではないけど自分なりに方向性が見つかったのかな

と思います。その後、10 月以降、１日しか休んでいません。で、下の女の子はもともと

201 日の欠席ですから、４月に入居したこと自体がもうきっかけ。それから７月に、先ほ

どの合同進路説明会に親子で出席したこと、それで保護者から励ましの言葉をいただい

た。それから先の欠席日数が減っていって、進路についても自分で考えてやれるようにな

ったということです。右側に自尊感情のグラフをつけています。事例１は１年生のときか

ら３年生にかけて大きくなっているのがわかると思います。３年生の女子についても、短

期間で大きくなることはないんですが、これだけバランスよくなれています。この自尊感

情は３観点がバランスよく出ているのかというのが１つ。２つ目はそのバランスよく出た

ものが大きくなるというのがいいというということで、幸いにも２人とも高校に行ってま

す。それから２人目の女の子はこの間合格通知をいただきました。実はですね、航空機械

エンジニアリング航空課に。飛行機が好きだと。大変なことなんですけど、これに頑張っ

て。201 日休んでた子がですよね。

感謝の言葉をやはりいろいろいただきますが、今日見て欲しかったのは、下の左側で

す。教育相談員は毎月いろいろ頑張ってますが、この赤字で書いたところですね。今は娘

を理解してくれてる先生方、先生がたくさんいてくださる。ここだと思っています。教育

相談員に個別個別には感謝の気持ちをいただくんですが、そのことが、実は学校全部にも

娘を理解してくれてる先生がたくさんいるんだというのを保護者にわかったということ

は、ものすごい安心感を覚える。それこそ教育相談員の役割があったんじゃないかなと思

ってるところです。
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最後になりました。すいません長くなりました。これからの適切な支援、今後の課題と

いうことで、これはもうセンター的なことですが、不登校兆候要因の多様化と出現の低年

齢化の対応、たくさん考えていかないかん。不登校の原因というのは要因と誘因があっ

て、深層原因が小さいときからの子育て、親の心因性、家庭状況、子どもの心因性・発達

課題等からあると言われてます。要するに、幼児期、誘因が表面のきっかけですよ。これ

が学校で起こしてしまう子どもに対する、暴力的な言葉とかですね、マルトリートメント

で言われていますが、子どもに対する子どもがショックを受けるような対応、こういうき

っかけがある。それと共通した弱さがあるということです。これまで小中９年間でという

繋がりをということで言ってましたけど、実はそういったことを考えると、幼児期、15 年

間の繋がりを重視した対応を考えないかんじゃないかなと。ただ、全部幼児期に責任を負

わせるとかそういう考えではありません。それぞれの時期に、それぞれが身につけさせな

いといけない課題をですね、しっかり付けさせるというのがまず大事だと。

子どもの０歳児には７割の脳ができ上がっていってますが、本人が意識しなくても無意識

的に感じる育ちをさせないといけない。それが積み重なって、小学校中学校の学校期に集

団的な力をつけていくわけです。ですからそういう考えで、それぞれがそれぞれの役割を

果たすこと、そして、それぞれが得た情報や支援内容を共有しながら積み上げていくこと

で中３進路決定、社会的自立に繋がるんじゃないかなと今考えてます。この②、③という

のはそれで、最近のマイスクールの課題で考えないといけない課題を書いているわけです

が、今述べました最初のことをやることが、ここにつながっていくんじゃないかなと思っ

ています。長くなりましたが、これはいつも最後に使う、みんなでつくろうチーム学校

で、組織的・安全安心な教育環境づくり。ここは学校だけじゃなくて、子どもたちに関わ

るみんなで作ろう。安全安心な教育環境づくりだというふうに最近考えているところで

す。長くなりました、ありがとうございました。

〇藤井部長

木村センター長ありがとうございました。萬教育相談員、木村センター長におかれまし

ては、現場での取り組みの状況であるとか、子どもたちの変化の在り様、そういったもの

を、懇切丁寧にわかりやすく説明いただきました。今回の業務もお忙しいところ、事例発

表の準備をしていただきまして本当にありがとうございました。それでは続きまして、意

見交換に移らせていただきます。意見の意見交換のテーマは、不登校児童生徒への効果的

な支援のために、とさせていただいております。ただいまの説明や本市の不登校対策、関

係する施策などにつきまして、教育委員の皆様から御意見、御質問がございましたら、挙

手をお願いいたします。また発言される際には、お手元のマイクのスイッチをオンにして

いただき、発言後オフにしてください。それでは、教育委員の皆様、御意見ございました

らお願いいたします。

〇安本委員

教育委員をやっております安本と申します。今、スマイルルームやマイスクール、教育

支援センターの現状のお話を伺いましても、本当に頭が下がる思いで、春日市民の 1名と

しても、お礼を申し上げたいと感じています。つまり、１人２人救ったからっていうのが

あるかもしれないけど、やはり救われてですね、おそらく進路が決まった子達がいて、夢

が生まれて、将来こうしたいっていうのが出てきてると思うんですね。そういう夢ってい

うのが、小学校低学年とか、中学校入ったときにあったのかなあその子たちってのはちょ



17

っと考えながら、ひょっとしたらスマイルルームとか支援センターで夢が出て、こうなり

たい。さっきの工学部の航空ですか。僕はすごいと思います。

今後の展望ということで、目的にも書かれております。今、資料１の方で課長補佐のお

話がありまして、おそらく中１ギャップっていうのが先ほど出ましたけど、この小１ギャ

ップになってきてるのかなと。小１ギャップっていうと、幼稚園とか保育園の話になって

くるわけで。私、教育委員ですので、小学校中学校の状況は非常によく資料とかをたくさ

んいただいて、不登校対策とかの現状報告とかも毎年もらってます。小学校１年生になっ

たときに、その幼稚園、保育園からの兆候があるような児童が情報としてわかれば、教育

委員会も動きやすいのかなと。そこで出てくるのは、今年度新設された、こども支援部に

なってくるのかなと。こども支援部の情報収集能力と、教育委員会の情報交換がうまくで

きていれば、小１ギャップっていうのも活動ができるんじゃないかなと。中１ギャップを

減らしたような小１ギャップを減らすようなことをやれば、小学校に上がったときに不登

校になる子どもが減るとか、小学校の先生とか、教育支援員の方は、小学校で出てきた不

登校を対策されてると。いわゆる少ない人数でやられてるので、人員が増えればいいんで

すけど、こども支援部の方と教育委員会の方で一緒に活動ができるような、あとは福祉も

入ってくるかもしれませんけど、そういう活動に今後の展望としてやっていただければい

いのかな。そんな感じでお話を聞かせていただきました。

〇藤井部長

安本委員、ありがとうございました。今、安本委員の方からですね、小１ギャップの対

策というような形で、就学前の子どもたち、この子どもたちの状況をどのような形で、小

学校に上がる段階で、いわゆる教育委員会、学校の方にそういった情報がうまく連携が図

られてるのかというところで、御意見いただいたかと思います。その件について、それぞ

れの担当部署の方で何か回答がございましたらお願いいたします。

〇生田部長

こども支援部の部長をしております生田といいます。よろしくお願いいたします。ただ

いま小１ギャップの対応で、未就学児への対応のことについてということでお話があった

と思いますが、今現在、幼保小の連携、幼稚園、保育園、小学校の連携を、こども支援部

と、教育部の学校教育課の方と進めているところではございます。その詳細について、中

心になっていただいているのが学校教育課になりますので、ご説明いただけるかと思いま

す。

〇八尋指導主事

学校教育課指導主事の八尋です。どうぞよろしくお願いします。小中連携は小学校中学

校で行ってきていたので、今年度になって私も指導主事でこちらに配属になって、幼保小

の連携ということで今こども支援部と一緒に、毎月１回、幼保小連携会議をさせていただ

いているのが、まず１つ。それと、幼保小連携ということで小学校と幼稚園、今までずっ

と連携してきていたのを年２回、年度始めと年度終わりに行っていたのを、夏休みにもや

って、まずは担当者同士で顔合わせをして、顔が見える関係になって、子どもたちを見守

っていこうということで、それに参加していくっていうことが１つ。それと、来年度から

は小学校に幼保小担当ということで、窓口を明確にしてですね、幼保小と一緒にやってい

こうという動きをやっています。今年度、夏休みに顔合わせをしたことによってですね、

今、来年度入ってくる１年生がどこの幼稚園保育園から来るのかというのは、各小学校で
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わかっているので、小学校によっては実際にその顔の見える関係になったので、幼稚園保

育園に連絡をして、実際に見に行かせてもらっていいですかということで。今まではなか

なか動きが鈍いところは正直あったんですけれども、そういう動きも出てきているので、

今後も継続していきたいなということで今連携させていただいています。なので、これか

らますます連携していくことで、子どもたちの育ちをつないでいくということで小学校で

切れないように連携していきたいなと思っているところです。以上です。

〇藤井部長

はい。ありがとうございます。教育委員さんの方から、御意見ございますでしょうか。

〇染原委員

教育委員の染原と申します。平成 25 年から３年間、教育支援センターで扇教育長さんが

センター長の時に勉強させていただきました。その頃から脈々と続いている子どもたちへ

の支援がますます充実してきてるようで、とてもうれしく木村センター長さんの話を拝聴

させていただきました。その当時も、私はわからないまま一生懸命、通常クラスでできな

いお子さんたちについての検査などをしながら、その認知力がどう不登校に関わるのかと

いう方面からも見せていただいて、それは今も続けていただいているようでうれしく思い

ます。それなのに、やはり、不登校がなかなか減らないという現状にとても胸が痛んで、

どこがどうなってるんだろうっていうふうに思います。先生方のいろいろお話を聞いてい

ると、元はやはり、子どもに対する親とか大人、周りの声かけとか、態度などでちっちゃ

いときから非常に自分に自信がなくなってしまっているっていうような状況もあるんだと

いうことを感じました。そこら辺を今、幼保小で連携していかなきゃいけないっていう方

向に春日市がきてるっていうのがとてもうれしいなと思います。これで少し解決していっ

たらいいなと思っています。私は、サスペンスのドラマが好きで、見てると大きくなっ

て、不都合、不具合を起こす方達は、小さいときに掛けられた言葉、その状況が沸々と燃

え上がってくるわけですね。中学を過ぎて、社会に出たとき、対応ができなくなっている

という状況がすっごく浮き彫りにされてくるので、今春日市がやろうとしていることは、

非常に価値のあることだと私は誇らしく思います。それで、子どもたちをただ褒めるだけ

ではなく、どこがいいとか悪いとかだけでもなく、その子の考えを、ずっとサポートして

いくような形をとるというのは、センター長さんや萬先生の話にもありましたけど、その

子たち一人一人違うんだということから出発していくっていうことだと思うんですね。中

1ギャップになると、もっと根が深くなるんですけど、学力面とかに強く左右されてきま

す。それで高校も抱き込んでっていうことになって、非常に先生方の仕事が、幅広くなっ

て、大変だと思うんですが、とても良い方向を目指していると思います。私は本当にこれ

がうまくいけば、春日市の子どもたちが「春日市で育ってよかったね。」っていう子どもた

ちが増えて、大人になっていくんではないかなと思うんですね。私は、そういう分析をき

ちっとしていくっていうことが、とても大事だと思います。今の教育長はセンター長だっ

た頃からずっと、表面だけではなくその根っこにあるところを探っていくという、そうい

う意識を持ってあります。できたできなかっただけではなく、何が子どもの心をそうさせ

たんだろうっていうようにスクールカウンセラーの先生とかとうまく連携されて、根っこ

のところをやはり深掘りしていくっていうことを、ぜひ続けていただきたいなと私は要望

したいです。表面の数がどうのこうのっていうのよりもそこら辺が大事じゃないかなって

思うんですけど。感想です。質問ではございません。以上です。
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〇藤井部長

はい。どうもありがとうございました。染原委員の方からは子ども時代の体験、経験が

大人になって、いろいろな大きな影響があるというふうな感じの中で、今回、春日市の教

育の取り組みが、子どもたちを褒めるだけでなく様々な視点からもサポートしていってい

るというところ、またそれに基づいて、様々な結果分析をしているもの、何が根っこにな

ってこのような原因が生じているのか要因をしっかり究明していっているというところ、

今後も引き続き続けて欲しいというご意見だったと思いますので、こちらでしっかり受け

とめさせていただいて、今後も続けるような形で対応させていただければと思います。

〇宮﨑委員

教育委員の宮﨑泰三郎です。萬先生、そして木村センター長の貴重なお話いただきあり

がとうございました。

木村センター長の最後の方に、不登校の原因に親の品性とか、家庭状況っていうのがご

ざいました。そして小中９年間から幼小中 15 年間の繋がりを重視した対応へというのがあ

るんですが、これ非常に私も重要と思ってて。実は私が思ってるのは、15 年プラスその前

の 10 ヶ月、産前産後と言われる部分、ここにですね、夫婦からあんたたち親になるとよ、

というタッチが非常に重要だと思うんですけれども、親の安定というのが、この不登校を

減らすというか、そこが減っていく重要な要因になるんじゃないかなというふうに考えて

います。この産前産後の部分というのは、何か市として対応されてあるのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

〇藤井部長

それでは、宮﨑委員の方から産前産後、いわゆる、これから親になっていくんだよって

いう、そういった自覚の部分も含めて、何か市の支援の取り組みがあるのかということで

のお尋ねでございます。担当所管の方からお願いいたします。

〇武末課長

子育て支援課の武末と申します。よろしくお願いいたします。産前産後の取り組みにつ

きましては、令和４年度末から始まりました出産子育て応援事業に今力を入れてやらせて

いただいておりまして、まず、一体的に継続して相談支援を行っていくというところで、

なかなかやはり核家族化などが進んでいる状況の中で、子育て環境というものに、親自身

が慣れていないというところもありますので、うちの職員であります助産師、保健師が、

一貫して相談を受けさせていただきながら、支援をし続けていくということをやっており

ます。教室につきましては、マタニティークラスでありますとかパパママ教室を続けさせ

ていただきながら、親になるというところの心構えでありますとか、準備をどういうふう

にする必要があるのかということ。また、父親の育児参加につきましても、そういう心構

えをみんなで共有しながら、最近は育児休暇を父親もとれるというところがございますの

で、そういうところも含めて、家族で赤ちゃんを迎える心構えの重要性を、職員一同で頑

張って支援をしているところでございます。

〇足達委員

教育委員の足達です。本日は各団体の皆様の御努力を伺うことができまして、本当にあ

りがとうございました。いつもそういう活動こそが、春日市の底力を上げるのに役立って

いるのではないかと、感謝申し上げます。ただ、中で１つ他市町村のコマーシャルがよく
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聞かれて、耳にするところなんですが、まず０歳児におむつを配布するとかいうような。

そういうとこに目がいってしまって、春日市はどうなんだろうと思うわけですが、今の産

前産後の親への取り組みの対応を聞きまして、少し安心するところではございますが、地

域の活動をしておりますので、そのあたりが地域には全然見えてないわけですね。高齢者

は、福祉の方で見守り活動などをしておりまして、心配な人はいませんかという取り組み

をしてるんですが、０歳児に関しては、どこにどなたがいるのか。どういう支援を、声掛

けをしていいのかは、今のところ全く見えてません。せめて、お祝い品などがありました

ら届けてみたいなと思うんですが、最近、個人情報ということで全く見えてない。高齢者

に比べて０歳児に関しては、わからないな、教育という面から言えば０歳児こそ大事にし

たいな、また、家庭の経済状況が良くないとかいうのであれば、何か支援するところが、

地域にもできるのではないかなと思ったりもしますので、何かいい対策があれば、地域の

方へもお知らせいただきたいなと思います。

〇藤井部長

足達委員の方からは、０歳児への支援、高齢者の対応に比べて、地域にはなかなか０歳

児の状況が把握できないというところも含めて、こういった地域の０歳児への支援といっ

た形でできるのかというところでのご質問だったと思います。

〇武末課長

地域において、子育てサロンというのは各公民館でしていただいているところでござい

ます。社会福祉協議会と連携してやっていただいている、地域がやっていただいている事

業というふうに認識をしております。身近なところで、親子で遊んだりとか、地域の方々

と交流する場所というところで、地域それぞれの特色を持った活動というのをしていただ

いておりまして、地域にチラシを配るなどして、参加者を募って、そこに毎回、ちっちゃ

い赤ちゃんを連れて行かれているっていうふうな状況は、聞き及んでるところでございま

す。それ以外にも、御存じかと思いますけれども、子ども食堂でありますとか、そういっ

た地域それぞれの特色を生かした活動というのをやっていただいておりますので、そちら

を市としてもいろいろな支援をさせていただきながら、一緒に取り組みをさせていただい

ているというところでございます。

〇生田部長

追加でよろしいでしょうか。今、武末課長が申しましたけれども、０歳児につきまして

は先ほどの出産子育て応援事業で丁寧に行ってるところもありますし、出産後２、３ヶ月

で、全員に様子を伺いに赤ちゃん訪問とかもやっております。ただ、国の方も、もう子ど

もは地域で育てていくんだよ、社会全体で育てていくんだよっていう方針も出ており、市

も出しておりますので、その点からも、地域の方やボランティアの方々のお力を今後いた

だくこともたくさんあると思います。また、春日市としての施策も変わっていくところも

考えられますので、その時にはどうぞお知らせいたしますので、どうぞ御協力いただけれ

ばと思っておるところではございます。

〇足達委員

どうもありがとうございました。ただ、地域での子育ての広場がありますが、保育園に

０歳児から行かせておられる親が、把握しておられるならここ０歳児の何％ぐらいが保育

園に行ってるのか知りたいところではありますね。要するに子育てサロンに来れるのは、
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保育園にも行っていない、親が２歳３歳まで自宅で見ているっていう、お子様が対象なの

で、０歳３ヶ月以降、保育園に行っているお子様の割合がわかれば、ちょっと活動しやす

いんですよ。地域によっては、ほとんど昼間、小さい子を見ないっていうところがござい

ますので、もしわかれば教えていただきたいと思います。

〇藤井部長

足達委員、もしよろしければ、また後からの御報告でもよろしいですか。申し訳ありま

せん。それでは、まだたくさん御意見があるかと思いますが、ちょっと予定しておりまし

た時間も過ぎております。それと私の時間の調整が不十分でちょっとこんな時間が延びて

しまいまして大変申し訳ありませんでした。ちょっとまだまだ御意見あるかと思います

が、今日の意見交換をここで終了させていただこうかと思っております。冒頭の市長の御

挨拶にもございましたが、不登校に関しましては小中学校９年間だけの問題ではなく、就

学の前後を問わず、発達障がいや子育ての支援のあり方なども大きく変わってきており、

教育と福祉の連携が重要になって参ります。本日ちょうだいいたしました多くの貴重な御

意見を参考にさせていただきながら、市長事務局と教育委員会事務局とが同じ方向に向か

ってこれまで以上に連携を深めていければというふうに考えているところでございます。

最後に市長から本日の講評となります。お願いいたします。

〇井上市長

今日は長時間にわたりまして、たくさんの御意見をいただきまして本当にありがとうご

ざいます。また、萬相談員、木村センター長、本当にわかりやすく貴重な方向性、取り組

みを教えていただきましてありがとうございました。非常に大きな参考になるんじゃなか

ろうかというふうに思っております。教育委員の皆さん方から貴重な御意見をいただきま

してありがとうございました。総じて、私が聞いていて感じるのは、染原委員、宮﨑委員

もおっしゃいましたけれども、やはり、どうも今すばらしい取り組みであるのと同時に、

やはり少し時期が遅いのかなという、いわゆる事象化してしまって、もうその時期におよ

んでしまって、ある意味じゃ不登校という現実が起こって、その対応に追われておると、

１つの後追いなのかもしれないという気もいたしました。

今、行政の方では、実は昨年度から様々な子育てに取り組んでおられる民間のボランテ

ィアの方々、そういう方々と担当所管の職員、私ももちろん入りますし副市長も入って、

いろいろ意見交換をやって、ざっくばらんな話し合いもやらせていただいております。も

うこういったところで現実にそういった子育て支援に取り組んでおられる方々の話を聞き

ますと、行政がやっていることとはちょっと違うんですよね。行政は行政で決められたこ

とやっていますけれども、今の若いお母さんたちはどちらかというと SNS で子育てをやる

というふうな状態の中で、今この２人の説明を聞いていたら、やはりそういった育て方

で、子どもに自尊感情が湧いてくるのか生まれてくるのかという、そういった問題もあろ

うかと。ただ、子どもの育ちを見守っていくだけという観点から、それが１つの子育てと

いう範疇に入るかもわかりませんけれども、やはり子どもの情操とか、そういったことを

考えたときに、やはり一方では、経験の豊富な方々の御意見を聞くことも大事なことのよ

うな気がいたしております。先日は教育長も来ていただいて、そういった民間の子育て支

援の方々との交流会に一緒に入って、私も入って、意見交換をやらせてもらいました。こ

ういったことをもう少し広げていきながら、行政では手の届かないところ、行政がやるべ

きことやっているんですけど、それだけでは改善できません。あくまでも法律で義務づけ

られたこと、条例で決まったことをやってるだけではなかなか、今の保護者のそういった
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子育てに対するいろんなサポートには繋がりにくいというふうに感じておりますので、そ

ういった民間の方々から今どこにどういう課題があるのか。できれば、こういった相談員

の方とか、センター長、こういう実際に取り組んでおられる方々に、保護者の方々に、そ

ういったこれから保護者になろうとする方々に、いろんな事例を伝えていただいて、就学

前から、保護者の方たちの意識を少しずつ変えていくようなことも必要なのかなというこ

とを痛切に今、感じました。これからお２人のお力、また教育長、教育委員の皆様方のい

ろんな御意見も聞きながら、そういった行政の手が届かないところに、どういう形でやっ

ていくか、民間のボランティアの方々の力を借りていくことも１つの方法だと思います。

そういったことも含めて、こういった将来的な不登校対策になればというふうに思ってお

りますし、また子どもの成長や子育てにも、繋がってくるんじゃなかろうかというふうに

思っております。ぜひ今日の総合教育会議の意見を参考にさせていただきながら取り組ん

でいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当に貴重な御意見ありがとう

ございました。

〇藤井部長

以上をもちまして、令和５年度第１回の春日市総合教育会議を終了いたします。この

後、教育委員会の皆様におかれましては、定例教育委員会を開催されるということでござ

いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございまし

た。

閉会 午前１０時５０分


